
 

神建住建 第1128号 

令和３年12月10日 

現場代理人 各位 

神 戸 市 建 築 住 宅 局        

建築課 工事監理担当課長 村井 正範 

設備課 技術支援担当課長 瀬戸 良典 

工事現場における安全管理の徹底について（通知） 

現場代理人各位におかれましては、工事の安全管理、公衆・労働災害の防止について、日頃より

留意して取り組んでおられることと思います。 

今年度は昨年度に引き続き工事事故が多発しており、本市では８月20日に「工事事故発生緊急事

態宣言」を発出し、工事事故防止に市全体で取り組んでいるところです。しかしながら、その後も

工事事故は増え続け、過去最多となった昨年度を上回るペースで増加しています。また、SAS 登録

を要する重大事故についても10件発生しており、危機的状況が続いています。 

つきましては、工事事故を未然に防止するため、下記事項に留意し、年末年始に向けて今一度、

工事現場等の再点検を行うとともに、事故防止の啓発及び安全管理の徹底により一層留意して取り

組んでいただきますようお願いいたします。 

記 

１．現場条件等に応じた適正な施工計画を定めているか、作業員は定められた方法で作業を行って

いるかなど、その実施状況を確認すること。 

２．人命にかかわる不安全行為を行っていないか。特に墜落制止用器具については、旧規格の安全

帯は令和４年１月２日から使用不可となっており、墜落制止用器具の適正使用を徹底すること。 

３．埋設物・架空線が近接する場合は、事前調査を十分に行い、関係企業者等と必要な調整を行っ

たうえで施工すること。特に地下埋設物について、埋設物の位置等を熟知し、下請負人及び作業

員に至るまで、埋設物の取扱い等について周知徹底を図り、人力掘削などにより慎重に作業を行

うこと。 

４．建設機械・工事車両等に関連する事故が多いことから、施工にあたって監視員、誘導員を必要

な場所に配置し、オペレータや運転手は誘導員の指示を受けてから作業を行う等、作業員相互の

連携を十分に行わせること。 

※以下のサイトをご覧いただき、事故防止の啓発に努めて下さい。 

・中央労働災害防止協会「令和３年度 年末年始無災害運動」 
 https://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/index.html 
 パンフレット：https://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/pdf/musaigai_leaflet2021.pdf 

・厚生労働省 兵庫労働局「ＳＴＯＰ！墜落・転落災害根絶キャンペーン」を展開します 
 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/newpage_00002.html 
 パンフレット：https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000859673.pdf 

以上 

【担当窓口】神戸市建築住宅局 

建築課 特定建築係 小林、瀧野 078-595-6587（直通） 

設備課 電 気 係 中本    078-595-6598（直通） 

設備課 機 械 係 多田    078-595-6601（直通） 
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